
健康増進事業（健康相談等） 



健康増進事業（健康相談等）の概要 

○健康増進法（平成14年法律第103号）（抜粋） 
 （都道府県健康増進計画等）  
第８条第３項  国は、都道府県健康増進計画又は市町村健康増進計画に基づいて住民の健康増進のために必要な事業を 
行う都道府県又は市町村に対し、予算の範囲内において、当該事業に要する費用の一部を補助することができる。  
 （市町村による生活習慣相談等の実施）  
第１７条  市町村は、住民の健康の増進を図るため、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、管理栄養
士、栄養士、歯科衛生士その他の職員に、栄養の改善その他の生活習慣の改善に関する事項につき住民からの相談に応じさ
せ、及び必要な栄養指導その他の保健指導を行わせ、並びにこれらに付随する業務を行わせるものとする。 
※ 事業の実施に当たっては、健康増進事業実施要領（平成20年３月31日付厚生労働省健康局長通知）で規定 
 
＜参考：経緯＞ 
 平成20年度からの医療制度改革において、老人保健法（昭和57年法律第80号）の改正により、これまで市町村が担ってきた
老人保健事業のうち、医療保険者等に義務づけられない事業（特定健診・保健指導以外）については、市町村が健康増進法に
基づき実施することとされた。 

法令上の位置づけ 

 平成25年度から、健康増進法第７条第１項の規定に基づく「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針」
として「健康日本２１（第二次）」を開始しており、生活習慣病の発症予防・重症化予防の徹底を基本的な方向の一つに位置付け、
適度な運動、適切な食生活、禁煙などの予防や検診を通じて、国民の健康づくりを進めている。 
 国民の壮年期からの健康づくりと、脳卒中、心臓病等の生活習慣病の予防、早期発見、早期治療を図るとともに、住民の健康
増進に資することを目的として、市町村は健康増進法第１７条の規定に基づく事業を実施しており、国は健康増進法第８条第３
項の規定に基づき、都道府県が市町村に補助した経費及び指定都市が実施した事業に要する経費の一部を補助する。 
 
 ①健康手帳の交付、②健康教育、③健康相談、④機能訓練、⑤訪問指導 
 
負担割合： ・国１／３、都道府県１／３、市町村１／３  ・国１／３、政令指定都市２／３ 

内  容 



 効果的な生活習慣病予防を行うため、１次予防から３次予防まで切れ目なく包括的な対
策を行うことが必要。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

疾病の進展と予防の段階 

○生活機能の低
下 

・要介護 

・死亡 

 

 

 

１次予防 
（健康増進・発症予防） 

２次予防 
（早期診断・重症化予防） 

３次予防 
（機能回復・再発防止） 

○生活習慣病発症 

（メタボリックシンド
ローム該当者） 

 ・肥満症 

 ・高血圧症 

 ・脂質異常症  

 ・糖尿病 

○境界領域期 

（メタボリックシンド
ローム予備群） 

 ・肥満 

 ・高血圧 

 ・脂質異常 

 ・高血糖 

○不適切な生活習慣 

 ・不適切な食生活 

 ・運動不足 

 ・ストレス過剰 

 ・睡眠不足 

 ・飲酒 

 ・喫煙     など 

○重症化・合併症 
 ・心疾患 
（心筋梗塞、狭心症） 

 ・脳血管疾患 
（脳出血、脳梗塞） 

 ・糖尿病による人工
透析 

 ・網膜症による失明 

 
 
 
 

①健康手帳の交付 

②健康教育 

④機能訓練 

包括的な支援を実施 

（健康増進事業（健康相談等）） 

③健康相談 

⑤訪問指導 



 生活習慣病予防のためには、国民一人一人が自ら健康管理を行い、生活習慣の改善
を継続的に行うことが重要。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国民の健康管理 
 
 
 

生活習慣病予防の体制 

生活習慣の改善につながるよう、気づきから継続的な支援までを一体的に実施 

移行 

①健康手帳の交付 
特定健診・保健指導や健康
相談等の記録 

移行 

ステップ１ 
気づき 

 
 
 

②健康教育 
食生活改善や禁煙支援等
の正しい知識の普及 

ステップ２ 
相談体制 

 
 
 

③健康相談 
個人の食生活等の生活習
慣を勘案した個別相談 

ステップ３ 
継続的な支援 

 
 
 

④機能訓練 
⑤訪問指導 

リハビリや戸別訪問による
直接介入 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

生活習慣病予防政策における健康増進事業（健康相談等）の位置づけ 

 
・国民健康づくり運動（健康日本２１（第２次）） 
 健康増進法第７条第１項の規定に基づく、「国民の健康
の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針」として、
具体的な目標を設定 
 

ポピュレーションアプローチ 
（健康づくり） 

・特定健診 
 保険者が40歳以上の加入者に対して特定健康診
査を実施（高齢者の医療の確保に関する法律） 

ハイリスクアプローチ 
（疾病の早期発見） 

１．施 策 

２．実施方法 

・保険者が、メタボ該当者（※１）

に保健指導を実施 
 

⇒ 特定保健指導（高齢者の医療の
確保に関する法律） 

  ※１ 腹囲が基準以上（男性85㎝、女性90㎝）    
     でかつ、血糖・血圧・脂質の検査値が基     
     準に当てはまる者） 

・ 国が、健康づくりに関する
普及啓発を実施 

・ 民間企業・団体が、健康
づくりの取り組みを実施 
 
⇒ スマート・ライフ・プロジェクト等 

 

 

・ 市町村が、住民の健康づ
くりを直接実施 
 
⇒ 健康増進事業（健康相談等） 
 （健康増進法） 
 
 
 

※２ 地域・職域連携として、国民健康保険の特定健診データから高血圧、高血糖、脂質異常等の生活習慣病予備群を
抽出し、訪問や電話等による健康教育や健康相談等の積極的なアプローチを実施（北九州市）。 

連携（※２） 



 特定健診・保健指導や健康相談等の記録、その他健康の保持のために必要な事項を記載した健康手帳を交付する。 
 ＜対象者＞・40歳以上 
         ・特に次に掲げる者のうち、希望する者 
         ①健康教育、健康相談、機能訓練又は訪問指導を受けた者 
         ②特定健診、健康増進事業等を受けた者等 

 自らの健康管理を行うことにより、発症及び重症化の予防につなげる。 

 市区町村における健康手帳交付数は、年間約100万人（平成26年度）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 健康手帳に記載されている自らの特定健診・保健指導等の個人データを元に健康状態を把握管理することにより、発症及び
重症化の予防につなげる効果がある。 

３．実 績 

①健康手帳の交付 

１．目 的 

（単位：人） 

年度  平成８～11年度（４年） 12～16年度（５年） 17～21年度（５年） 22～26年度（５年） 

交付者数 7,199,532 8,092,667 6,659,254 5,143,711 

２．内 容 

１次予防 
（健康増進・発症予防） 

出典：「地域保健・健康増進事業報告」 

自治体実施率78％ 
（1,349/1,737） 



 近年40歳を迎える人は年間約150万人である一方、26年度における健康手帳の交付実績は約100万人（※）であり、国民一 
人一人が自ら健康を管理できる体制が不十分。 
※ 毀損、紛失、既交付手帳に追記する余白がないため新たな交付が必要な方を含む 

５．現状の課題・問題点 

 健康手帳を交付する機会を拡大する方策を検討する。 
 （例） 
  ①手帳の存在を周知 
  ②交付機会の拡大 
   ・ 医療保険者（国保）からの特定健診結果の配布に併せて本手帳を交付する。 
   ・ 住民サービス窓口での交付 

６．見直しの方向性 

・ 定期的な血圧測定結果等を健康手帳に記載することで自らの健康改善状況を認識。 
・ 健康手帳に記載された正常血圧数値を目標として野菜を中心とした栄養バランスのよい食事を摂るなど継続的な生活習 
慣を改善。 

４．活用事例 



 生活習慣病の予防その他健康に関する事項について、正しい知識の普及を図ることにより、「自らの健康は自らが守る」という
認識と自覚を高め、生活習慣行動の改善を支援する。 

  
 市区町村が実施した集団健康教育の開催回数は、約15万回、参加延人員は約288万人。 

 内容別では、開催回数、参加延人員ともに、生活習慣病の予防のための日常生活上の心得、健康増進の方法、食生活の在
り方等が最も多い。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注：1)「一般」とは、生活習慣病の予防のための日常生活上の心得、健康増進の方法、食生活の在り方等健康に必要な事項の教育、2)「病態別」とは、肥満、高血圧、心臓病等と個人の生活習慣と
の関係及び健康的な生活習慣の形成についての教育をいう。3)「薬」とは、薬の保管、適正な服用方法等に関する留意事項、薬の作用・副作用の発現に関する知識の教育をいう。 

 

 栄養・食生活や身体活動・運動等による正しい生活習慣病予防の知識を普及することにより、生活習慣行動の改善につなげ
る効果がある。 
 

３．実 績 

②健康教育 
１．目 的 

 医師、保健師、管理栄養士等が、保健センターや医療機関等において、食事バランスガイド等を活用した食生活改善や肺年
齢測定の実施による禁煙支援等を実施する。 
＜対象者＞40歳から64歳までの者・家族も可（※ 65歳以上の者については、介護予防の観点から地域支援事業を実施。） 

２．内 容 

１次予防 
（健康増進・発症予防） 

出典：平成26 年度「地域保健・健康増進事業報告」 

自治体実施率96％ 
（1,661/1,737） 



 年間の集団健康教育の開催回数は約15万回、延約288万人が参加しているが、多くの市町村が平日の市民センター、公民 
館、区役所等での開催では、参加者数の向上が見込めない。 

５．現状の課題・問題点 

 ①時間、場所、参加方法の改善により、利便性の向上を図ることにより、受講機会の拡大について検討する。 
  （例） 
  ・ 土日の開催 

  ・ 民間企業等に対する出前健康教育の実施 等 
 
 ②教育内容について、住民のニーズに合った内容にする。 
  （例） 

  ・ 特定健診の結果を分析し、その現状を踏まえた内容とする。 
  ・ アンケートの実施 等 

６．見直しの方向性 

・ 生活習慣の改善の必要性を感じていた者が、健康教育に参加し、生活習慣の改善方法等を理解。その結果、バランスの 
良い食事や休日に軽いジョギング等を実施することで、生活習慣を改善。 
 
・ 禁煙の必要性を感じていた者が、健康教育に参加し、肺年齢測定等による自分の健康状況やリスク等を把握し、禁煙の 
 きっかけが図られる。 

４．活用事例 



 医師、保健師、管理栄養士等が、個人の食生活等の生活習慣を勘案した高血圧、骨粗鬆症等の個別相談を実施する。 
 ＜対象者＞40歳から64歳までの者・家族も可（※ 65歳以上の者については、介護予防の観点から地域支援事業を実施。） 

 心身の健康に関する個別の相談に応じ必要な指導及び助言を行い、家庭における健康管理に資する。 

 健康相談の被指導延人員は、約140万人（うち重点健康相談は、約50万人）。 

 重点健康相談の内容別では、病態別（肥満、心臓病等の病態別に、個人の食生活その他の生活習慣を勘案して行う相談指
導）が約17万人と最も多い。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
注:1)平成22年度は、東日本大震災の影響により、岩手県、宮城県及び福島県の一部の市町村が含まれていない。   2)「病態別」とは、重点健康相談の「高血圧」から「女性の健康」を除く、肥満、心
臓病等の病態別に、個人の食生活その他の生活習慣を勘案して行う相談指導等をいう。 
 

 個別相談を実施による必要な指導及び助言を行うことにより、糖尿病や骨粗鬆症等の発症及び重症化の予防につなげる効
果がある。 

３．実 績 

③健康相談 

２．内 容 

               （単位：人） 

  
被 指 導 延 人 員 

平成22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 
(2010) ( '11) ( '12) ( '13) ( '14) 

総 数 1,537,679  1,540,898  1,443,985  1,431,696  1,390,990  
  

重
点
健
康
相
談 

 
 総 数  532,941   548,046   532,783   506,553   504,815  

   
 高 血 圧  85,446   100,251   84,289   83,169   80,841  

   
 脂 質 異 常 症  24,377   24,386   24,756   25,832   24,897  

   
 糖 尿 病  30,705   34,451   36,412   33,300   28,549  

   
 歯 周 疾 患  84,146   81,681   85,505   82,011   80,584  

   
 骨 粗 鬆 症  104,002   108,438   104,947   99,324   100,515  

   
 女性の健康  27,756   24,515   19,999   16,803   18,394  

   
 病 態 別  176,509   174,324   176,875   166,114   171,035  

  総 合 健 康 相 談 1,004,738   992,852   911,202   925,143   886,175  

2) 

１．目 的 

1) 

２次予防 
（早期診断・重症化予防） 

出典：平成26 年度「地域保健・健康増進事業報告」 

自治体実施率97％ 
（1,684/1,737） 



 年間の健康相談の被指導延人員は延約140万人であるが、多くの市町村が平日の保健所等での実施では、相談者数の向 
上が見込めない。 

５．現状の課題・問題点 

 時間、場所、相談方法の改善により、利便性の向上を図ることにより、相談しやすい機会の拡大について検討する。 
 
 （例） 
  ・ 土日の開催 

  ・ 人が多く集まる商店街等での健康相談会の開催、電話や電子メールを用いた相談 等 

６．見直しの方向性 

・ 病気ではなく、健康に不安を感じている者が、健康相談を行うことにより、食生活の改善や医療機関への受診等の機会を 
 確保。 

４．活用事例 



 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が、麻痺や拘縮等の機能障害及び食事や衣服の着脱等の能力障害並びに
これらにより生じる閉じこもりや孤立等の社会的障害の回復のため、転倒予防、失禁予防、体力増進等を目的とした体操等を
実施する。 
＜対象者＞40歳から64歳までの者であって、疾病、外傷その他の原因による身体又は精神機能の障害又は低下に対する訓練
を行う必要がある者。ただし、医療におけるリハビリテーションを要する者等は対象としない。 

（※ 65歳以上の者については、介護予防の観点から地域支援事業を実施。） 

 実施施設数は、約300 か所。被指導延人員は、約4万人。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 注:1)平成22年度は、東日本大震災の影響により、岩手県、宮城県及び福島県の一部の市町村が含まれていない。 

 
 心身機能の回復に必要な訓練を行うことにより、介護を要する状態となることを防止する効果がある。 

３．実 績 

④機能訓練 

２．内 容 

    平成22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 

    (2010) ( '11) ( '12) ( '13) ( '14) 

実 施 施 設 数 （か所）  459   369   341   391   297  

実  施  回  数 （回） 13,647  12,582  11,473  10,747  8,544  

被指導実人員 （人） 4,431  3,755  3,980  3,859  4,025  

被指導延人員 （人） 70,688  54,581  54,094  48,285  44,021  

1) 

 疾病、外傷、老化等により心身の機能が低下している者に対し、心身機能の維持回復に必要な訓練を行うことにより、閉じこも
りを防止するとともに日常生活の自立を助け、介護を要する状態となることを予防する。 

１．目 的 

３次予防 
（機能回復・再発防止） 

出典：平成26 年度「地域保健・健康増進事業報告」 

自治体実施率9％ 
（164/1,737） 



 機能訓練の未実施自治体において、機能訓練の利用希望者を把握する方策を検討する。 
 （例） 
  医療機関や地域包括支援センター等において、利用希望のアンケート調査の実施 等 

６．見直しの方向性 

 自治体における実施率は９％と低い。 

５．現状の課題・問題点 

・ 老化や事故等により、足腰の一部の動作が不自由な状態となった方が、医療のリハビリでは回復が見込まれないと判断さ 
 れた後に、日常生活の営む上での支援は要しないものの、衣服の着脱等の機能が低下している状況を踏まえ、機能訓練を 
 行うことで機能の維持等が図られる。 

４．活用事例 



 療養上の保健指導が必要であると認められる者及びその家族等に対して、保健師等が訪問して、その健康に関する問題を総
合的に把握し、必要な指導を行い、これらの者の心身機能の低下の防止と健康の保持増進を図る。 

  
 市区町村が実施した訪問指導の被訪問指導実人員は約23万人。 
 訪問指導の対象者別では、要指導者等（生活習慣病改善のため 
 の指導が必要な者）が約15万人（62 %）と最も多い。 
 
注：1)「要指導者等」とは、生活習慣病改善のための指導が必要な者をいう。 
2)「閉じこもり予防」とは、介護予防の観点から支援が必要な者で、健康管理上訪問指導が必要と認め 
られた者をいう。 
 
 

 訪問指導による、健康指導が確実に実施し、糖尿病や脳卒中等の 
発症及び重症化の予防につなげる効果がある。 
 

３．実 績 

⑤訪問指導 

１．目 的 

 健康相談者（年間約140万人）のうち、健康相談を中断した場合やひきこもりや障害があって本人が相談に来られない場合に

ついて、保健師、看護師、管理栄養士等が、本人、家族等からの相談等により、生活習慣病改善や介護予防等に関する継続的
なフォローアップのための訪問指導を行う。 
 
＜対象者＞40歳から64歳までの療養上の保健指導が必要であると認められる者 
（※ 65歳以上の者については、介護予防の観点から地域支援事業を実施。） 

２．内 容 

３次予防 
（機能回復・再発防止） 

出典：平成26 年度「地域保健・健康増進事業報告」 

自治体実施率91％ 
（1,582/1,737） 



 年間の訪問指導の被訪問指導実人員は約23万人であるが、訪問指導を受ける方のニーズに応えられているか。 

５．現状の課題・問題点 

 訪問指導を受ける方のニーズを把握する方策を検討する。 
 （例） 
 被訪問指導者に対する満足度調査の実施 等 

６．見直しの方向性 

・ 健康相談を行った者が、医療機関の継続的な受診が行われない等の一向に生活習慣が改善されない場合において、家 
 族からの要請等による定期的な訪問指導を受けて、生活習慣を改善。 
 
・ 民生委員等からの要請等により、不規則な生活習慣になりやすい独居者等に対する訪問指導依頼を受けて、食事バラン 
 ス等の生活習慣を改善。 

４．活用事例 



    

健康の増進に関する基本的な方向 

健康日本２１（第２次）の概要  

○ 平成２５年度から平成３４年度までの国民健康づくり運動を推進するため、健康増進法に基づく「国民の健康の増進の総合
的な推進を図るための基本的な方針」（平成15年厚生労働大臣告示）を改正するもの。 

○ 第１次健康日本２１（平成１２年度～平成２４年度）では、具体的な目標を健康局長通知で示していたが、目標の実効性を高
めるため、大臣告示に具体的な目標を明記。 

① 健康寿命の延伸と健康格差の縮小 
 ・生活習慣の改善や社会環境の整備によって達成すべき最終的な目標。 
  ・国は、生活習慣病の総合的な推進を図り、医療や介護など様々な分野における支援等の取組を進める。 

② 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底（NCD（非感染性疾患）の予防） 
  ・がん、循環器疾患、糖尿病、COPDに対処するため、一次予防・重症化予防に重点を置いた対策を推進。 
  ・国は、適切な食事、適度な運動、禁煙など健康に有益な行動変容の促進や社会環境の整備のほか、 
   医療連携体制の推進、特定健康診査・特定保健指導の実施等に取り組む。 

③ 社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上 
  ・自立した日常生活を営むことを目指し、ライフステージに応じ、「こころの健康」「次世代の健康」「高齢者の健康」 
  を推進。 
  ・国は、メンタルヘルス対策の充実、妊婦や子どもの健やかな健康増進に向けた取組、介護予防・支援等を推進。 

④ 健康を支え、守るための社会環境の整備 
  ・時間的・精神的にゆとりある生活の確保が困難な者も含め、社会全体が相互に支え合いながら健康を守る 
  環境を整備。  
  ・国は、健康づくりに自発的に取り組む企業等の活動に対する情報提供や、当該取組の評価等を推進。 

⑤ 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙、歯・口腔の健康に関する生活習 

  慣の改善及び社会環境の改善 
 ・上記を実現するため、各生活習慣を改善するとともに、国は、対象者ごとの特性、健康課題等を十分に把握。 

参 考 １ 



具体的な目標 
○ ５つの基本的方向に対応して、５３項目にわたる具体的な目標を設定する。 

基本的な方向 具体的な目標の例 （括弧内の数値は現状） 目標 

① 健康寿命の延伸と健康格差の縮小 
○日常生活に制限のない期間の平均 
 （男性70.42年、女性73.62年） 

 平均寿命の増加分を上回 
 る増加 

② 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底 
（がん、循環器疾患、糖尿病、COPDの予防） 

○75歳未満のがんの年齢調整死亡率の減少 
 （84.3（10万人当たり）） 
○最高血圧の平均値 
 （男性138mmHg、女性133mmHg） 
○糖尿病合併症の減少（16,271人） 

 ７３．９（１０万人当たり） 
 
 男性１３４mmHg、 
 女性１２９mmHg 
 １５，０００人 

③ 社会生活を営むために必要な機能の維持・向
上 （心の健康、次世代の健康、高齢者の健康を増進） 

○強いうつや不安を感じている者（10.4%) 
○低出生体重児の割合の減少（9.6％） 
○認知機能低下ハイリスク高齢者の把握率の 
 向上（0.9％） 

 ９．４％ 
 減少傾向へ 
 １０％ 
 

④ 健康を支え、守るための社会環境の整備 
○健康づくりに関する活動に取り組み自発的 
 に情報発信を行う企業数の増加(420社） 

 ３０００社 

⑤ 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、 
  喫煙、歯・口腔の健康に関する生活習慣の  
  改善及び社会環境の改善 

○２０～６０歳代男性の肥満者の割合（31.2%） 
○食塩摂取量（10.6g） 
○２０～６４歳の日常生活での歩数（男性7841歩、 
  女性6883歩） 

○生活習慣病のリスクを高める量（１日当たり 
 純アルコール摂取量男性40g、女性20g以上) 
 の飲酒者割合の減少（男性15.3%,女性7.5％） 
○成人の喫煙率（19.5%） 
○８０歳で２０歯以上の歯を有する者の割合（25%) 

 ２８％（自然増から１５％減） 
 ８グラム 
 男性９０００歩、 
 女性８５００歩 
 男性１３．０％、 
 女性６．４％ 
 
 １２％ 
 ５０％ 



    

健康日本21（第二次）に関する具体的な取組 

全ての国民が共に支え合い、健やかで心豊かに生活できる活力ある社会の実現 

① 

⑤ 

③ ④ ② 

生活習慣病の発
症予防・重症化

予防 

社会生活機
能の 

維持・向上 

社会参加
の機会の
増加 

健康のための資源
（保健・医療・福祉等
サービス）へのアクセ
スの改善と公平性の

確保 

生活習慣病の改善 
（リスクファクターの低減） 

社会環境の改善 

健康日本２１（第二次）の概念図 

健康寿命の延伸・健康格差の縮小 

生活の質の向上 社会環境の質の向上 



84.93 85.59 85.99 86.30 86.61 

72.65 72.69 73.36 73.62 74.21 
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平均寿命と健康寿命の推移 

【資料】平均寿命：平成13・16・19・25年は、厚生労働省「簡易生命表」、平成22年は「完全生命表」 

男 性 

平均寿命 健康寿命 

（年） 

女 性 

（年） 



    健康寿命とは：日常生活に制限のない期間 

※健康日本２１（第二次）の目標：平均寿命の増加分を上回る健康寿命の増加（平成３４年度） 
 日本再興戦略及び健康・医療戦略の目標：「2020年までに国民の健康寿命を1歳以上延伸」（平成３２年） 

74.21 

73.62 

71.19 

70.42 

86.61 

86.30 

80.21 

79.55 

平均寿命 健康寿命 

○平成25年の健康寿命は 
 男性71.19年、女性74.21年 
 
○健康寿命は 
 男性0.78年、女性0.59年延伸 
  (対平成22年) 
 
○日常生活に制限のある期間は 
 男性0.11年、女性0.28年短縮 
  (対平成22年) 

男性 
 
  平成22年 

 
 
   
  平成25年 

 
 
  
 
 
女性 
 
  平成22年 
 
 
   
  平成25年 

 
 
 

9.13年 

12.40年 

9.02年 

12.68年 

【資料】 
○平均寿命:厚生労働省「平成22年完全生命表」 
                     「平成25年簡易生命表」 
○健康寿命:厚生労働省「平成22年/平成25年簡易生命表」 
      厚生労働省「平成22年/平成25年人口動態統計」 
      厚生労働省「平成22年/平成25年国民生活基礎調査」 
      総務省「平成22年/平成25年推計人口」 
                      より算出 



健康手帳の例（北九州市）  参 考 ２ 





    
健康増進事業（健康相談等）予算・執行状況  参 考 ３ 

種類等   平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

①健康手帳の交付 

予算額 35 37 37 35 

執行額 36 31 29 － 

執行率（％） 104% 83% 79% － 

②健康教育 

予算額 143 130 224 228 

執行額 287 275 257 － 

執行率（％） 200% 211% 115% － 

③健康相談 

予算額 40 35 72 64 

執行額 109 103 96 － 

執行率（％） 275% 290% 134% － 

④機能訓練 

予算額 25 18 49 57 

執行額 35 26 22 － 

執行率（％） 138% 144% 45% － 

⑤訪問指導 

予算額 24 22 20 20 

執行額 22 20 19 － 

執行率（％） 90% 93% 93% － 

計 

予算額 267 243 403 404 

執行額 488 455 423 － 

執行率（％） 183% 187% 105% － 

（単位：百万円） 


